
                        

 

主催：公益社団法人仙台南法人会 

共催：仙台南税務署                                                                                                                             

改正相続税・贈与税のポイント 

～今から知って・注意して準備をしましょう～ 

（ご案内） 

２０１３年の税制改正大綱に相続税と贈与税の改正

案が盛り込まれました。2015 年(平成 27 年１月 1 日)

から適用となり、相続税の基礎控除が引き下げられ、課

税対象者が大幅に増える見込みとなっております。 

一方、贈与税については一平の場合には課税が軽減さ

れる見通しですが、注意すべき点も多く見受けられま

す。まだ、先の話と思わず、今から準備しておくことを

おすすめ致します。本セミナーでは、どんな人が課税対象者なるかなど事例に基づいて解説

させていただきます。 是非ともご参加下さい。 

記  

１ 日    時  平成２６年１０月２１日(火)午後１時 30 分～午後３時 

２ 場    所  「仙台市体育館研修室」TEL: 022-244-1111  
仙台市太白区富沢一丁目4 番1 号 

３ 講  師 仙台南税務署 資産課税部門 担当官 

４ セミナー内容  

１ 相続税                 ２ 贈与税 

(１) 相続税とはどんな税金？        (１) 贈与税の申告が必要な時は？ 

(２) どのような人が相続税の申告をする   (２) 相続時精算課税って？ 

必要があるの？ 

   ※ 相続税の基礎控除が下がります。 

(３) どのような財産にかかるの？ 

５ 参 加 費 会員 無料  非会員 1,000 円 

６  締  切 10 月 16 日(木)までに事務局に参加申込を FAX(022-246-4520)にて下さ

いますようお願い致します。 

☆☆☆☆ 改正相続税と贈与税のポイントセミナー参加申込書 ☆☆☆☆ 

平成２６年１０月  日 

会 社 名  
所 在 地 

( 市 町 名 ) 
 

参 加 者 名  電 話 番 号  

参 加 者 名  FAX 番号  

 

※ ご記入頂いた情報は、法人会からの各種連絡・情報提供に利用するほか、参加者の実態調査・分析のために利用すること

があります。また、セミナー時に撮影した写真を当会広報「せんだい美名実」・ホームページにおいて公開する場合があり

ます。 


